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１．商品名 山梨中銀地方税納入サービス  

２．商品概要 

従業員のみなさまの住民税の納入書を、事業主であるお客さまに

代わって当行が作成し、口座振替によりお客さまの口座から該当

市区町村へ納入を行うサービスです。  

３．対象となる 

  お客さま 
個人のお客さま、法人のお客さま  

４．サービスの内容・   

仕組み 

・サービスの内容  

 当行がお客さまから受け取った納入データ（ＤＶＤ等）により、

納入書・納入済通知書・領収証書を作成し市区町村へ住民税を

納入します。  

・サービスの仕組み  

（１）納入データのお持込み  

   次のパターンからお選びいただけます。  

  ①  媒体交換方式（ＤＶＤ等）  

    納入先（市区町村）別の明細をＤＶＤ等に記録し、当行

へお持込みください。  

②  データ伝送  

納入先（市区町村）別の明細を通信を利用して当行へ送

信してください。  

（２）納入  

   当行が納入先別に納入書を作成し、納期限（毎月１０日）   

   にご指定の預金口座から自動引落しのうえ納入いたしま  

   す。  

（３）特別徴収地方税領収証書  

   納入日の翌営業日以降にお渡しします。  

（４）ＤＶＤ等のご返却  

   納入処理済のＤＶＤ等は、納入日の翌営業日以降にお返し

いたします。  

５．ご利用のメリット 

（１）時間の有効活用  

   銀行に行く手間と時間の節約が図れます。  

（２）経理事務の省力化  

   当行がお客さまから受け取った納入データにより納入書・  

   納入済通知書・領収書を作成しますので、お客さまが納入   

   書を作成する必要はありません。  

   当行が納入期限に指定口座から資金を引落として納入しま  

   すので、小切手の振出や払戻請求書の作成が不要となりま  

   す。  
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６．手数料 

 （消費税等を含む） 

納入書１枚につき、取扱手数料５５円  

ただし、データ伝送をご利用の場合は、データ伝送のサービス内

容により、別途手数料がかかります。  

納入書の取扱手数料について  

（１）納入書の取扱手数料は納入日に自動引落としさせていださ  

   きます。  

（２）納入書の取扱手数料の合計額  

   取扱手数料の合計額＝納入書枚数×５５円  

７．ご利用いただける 

  預金口座 
普通預金、当座預金  

８．ご利用いただける 

  時間帯 

納入データの作成方法により異なります。  

（１）媒体交換方式（ＤＶＤ等）  

   銀行営業時間９：００～１５：００に窓口に納期限の５営  

   業日前までにお持ちください。  

（２）データ伝送  

  ①  山梨中銀Ｂｉｚダイレクト  

全日 ２４時間  
※納入指定日の１４営業日前から受付可能  

※納入指定日の５営業日前の１７：００までが最終受付時限  

  ②  全銀ファイル伝送ＶＡＬＵＸ  

銀行営業日 ８：３０～１８：００  
※納入指定日の５営業日前の１７：００までが最終受付時限  

  ③  Anser DATA PORT 

銀行営業日 ７：００～１８：００  
※納入指定日の５営業日前の１７：００までが最終受付時限  

９．参考事項 特にございません。  

１０．留意事項 特にございません。  

 

 


